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こうとう区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、感
染防止対策にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。

　
今
年
度
は
、
₁₀
月
か
ら
の
窓
口
₂

割
負
担
の
導
入
に
伴
い
、
す
べ
て
の

被
保
険
者
（
₇₅
歳
以
上
の
方
と
、
申

請
に
よ
り
一
定
の
障
害
が
あ
る
と
広

域
連
合
か
ら
認
定
さ
れ
た
₆₅
歳
以
上

₇₅
歳
未
満
の
方
）
に
₇
月
と
₉
月
の

₂
回
、
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
。

　
₁₀
月
₁
日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く

新
し
い
保
険
証
（
水
色
）
は
、
₉
月

中
旬
に
オ
レ
ン
ジ
色
ま
た
は
緑
色
の

封
筒
に
入
れ
て
簡
易
書
留
郵
便
で
個

別
に
送
付
し
ま
す
。
届
い
た
ら
、
氏

名
・
生
年
月
日
・
自
己
負
担
割
合
な

ど
の
記
載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
₇
月
中
旬
に
送
付
し
た
保
険
証

（
藤
色
）の
有
効
期
限
は
₉
月
₃₀
日
で

す
。
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
₁₀
月
₁
日

以
降
、
個
人
情
報
に
留
意
の
上
ご
自

身
で
破
棄
す
る
か
、
医
療
保
険
課
ま

で
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

窓
口
負
担
割
合
が
2
割
に
な
る

場
合
、負
担
を
抑
え
る
配
慮
措
置

　
令
和
₄
年
₁₀
月
₁
日
か
ら
令
和
₇

年
₉
月
₃₀
日
ま
で
の
間
は
、
₂
割
負

担
と
な
る
方
の
急
激
な
医
療
費
の
負

担
増
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
₁
か
月

の
外
来
医
療
の
窓
口
負
担
割
合
の
引

き
上
げ
に
伴
う
負
担
増
加
額
を
3
、

0
0
0
円
ま
で
に
抑
え
ま
す
（
入
院

の
医
療
費
は
対
象
外
で
す
）。

　
同
一
の
医
療
機
関
で
の
受
診
に
つ

い
て
は
、
上
限
額
以
上
を
窓
口
で
支

払
わ
な
く
て
よ
い
取
り
扱
い
と
な
り
、

複
数
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た
場
合

で
は
、
₁
か
月
の
負
担
増
を
3
、0

0
0
円
ま
で
に
抑
え
る
た
め
、
そ
の

差
額
を
後
日
高
額
療
養
費
と
し
て
払

い
戻
し
ま
す
。

　
₂
割
負
担
対
象
者
の
う
ち
高
額
療

養
費
の
口
座
登
録
の
な
い
方
に
は
、

事
前
に
払
い
戻
し
先
の
口
座
を
登
録

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
高
額
療
養
費

支
給
事
前
申
請
書
を
、
₉
月
₂₀
日
ご

ろ
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
か
ら
発
送
予
定
で
す
の
で
、
申
請

（
郵
送
）
を
お
願
い
し
ま
す
（
詳
細
は

送
付
文
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

問▢
﹇
被
保
険
者
証
﹈医
療
保
険
課
資

格
賦
課
係
（
区
役
所
₂
階
₇
番
）
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﹇
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﹈医
療
保
険
課
保
険
給
付

係 
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国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住
む

₂₀
歳
以
上
₆₀
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

が
加
入
し
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
江
東
年

金
事
務
所
（
亀
戸
₅
―
₁₆
―
₉
）
ま

た
は
区
民
課
年
金
係
（
区
役
所
隣
防

災
セ
ン
タ
ー
₂
階
₂₀
番
）、
豊
洲
特

別
出
張
所
、
各
出
張
所
に
加
入
の
届

出
（
江
東
年
金
事
務
所
・
区
民
課
年

金
係
へ
の
郵
送
可
）
が
必
要
で
す
。

①
勤
務
先
を
退
職
し
た
と
き
（
厚
生

年
金
等
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
）

②
厚
生
年
金
等
の
加
入
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
た
配
偶
者
が
扶
養
か
ら
外
れ

た
と
き

③
外
国
か
ら
転
入
し
た
と
き

④
外
国
へ
転
出
し
た
と
き
（
任
意
加

入
）
※
江
東
年
金
事
務
所
ま
た
は
区

民
課
年
金
係
の
み
受
付

⑤
年
金
に
一
度
も
加
入
し
た
こ
と
が

な
い
₂₀
歳
以
上
の
方
が
国
民
年
金
に

加
入
す
る
と
き

※
届
出
に
は
、
年
金
手
帳
や
本
人
確

認
書
類
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
①
②

の
届
出
は
、
退
職
日
ま
た
は
扶
養
削

除
日
を
確
認
で
き
る
書
類
も
必
要
で

す
。
こ
の
他
の
必
要
添
付
書
類
や
郵

送
で
の
手
続
き
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
厚
生
年
金
等
に
加
入
す
る
と
き
や

厚
生
年
金
等
に
加
入
す
る
配
偶
者
の

扶
養
に
な
る
と
き
は
勤
務
先
等
へ
の

届
出
が
必
要
で
す
。

　
届
出
を
忘
れ
る
と
、
将
来
年
金
を

受
給
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
厚
生
年
金
や
配
偶
者
の
扶
養
に
な

る
時
の
問
合
先
﹈

江
東
年
金
事
務
所
（
亀
戸
₅
―
₁₆
―

₉
）

 

☎（
3
6
8
3
）1
2
3
1

 

℻（
3
6
8
1
）6
5
4
9

問▢
区
民
課
年
金
係

 

☎（
3
6
4
7
）1
1
3
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℻（
3
6
4
7
）9
4
1
5

　
区
で
は
、
震
災
時
に
火
災
延
焼
等

の
危
険
性
が
高
い
北
砂
三
・
四
・
五

丁
目
地
区
（
北
砂
三
丁
目
の
一
部
、

四
丁
目
、
五
丁
目
の
一
部
）
を
対
象

に
「
燃
え
広
が
ら
な
い
・
燃
え
な
い

ま
ち
」
を
め
ざ
し
、
不
燃
化
特
区
内

に
お
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た

老
朽
建
築
物
の
除
却
や
不
燃
化
建
替

え
の
促
進
等
の
不
燃
化
特
区
支
援
制

度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
支
援
制
度
を
活
用
し

て
建
替
え
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
ま

ず
は
、
お
気
軽
に
不
燃
化
相
談
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

支
援
制
度
の
内
容

﹇
老
朽
建
築
物
の
除
却
に
対
す
る
助

成
﹈

　
老
朽
建
築
物
を
除
却
す
る
場
合
に
、

除
却
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

﹇
不
燃
化
建
替
え
に
対
す
る
助
成
﹈

　
老
朽
建
築
物
を
除
却
後
に
、
不
燃

化
建
替
え
を
行
う
建
築
物
に
対
し
て
、

設
計
費
お
よ
び
監
理
費
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。

﹇
住
み
替
え
に
対
す
る
助
成
﹈

　
除
却
を
行
う
老
朽
建
築
物
に
お
住

ま
い
の
所
有
者
（
借
地
人
の
み
）
ま

た
は
賃
借
人
の
方
が
住
み
替
え
る
場

合
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

問▢
不
燃
化
相
談
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
水
・
日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始
等
を

除
く
午
前
₁₀
時
〜
午
後
₆
時
）

 

☎（
6
6
6
6
）0
5
8
0

 

℻（
6
6
6
6
）0
5
2
1

地
域
整
備
課
不
燃
化
推
進
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
4
9
1

 

℻（
3
6
4
7
）9
0
0
9

﹇
専
門
家
へ
の
無
料
相
談
﹈

　
不
燃
化
特
区
内
に
老
朽
建
築
物
を

お
持
ち
の
方
、
老
朽
建
築
物
が
建
っ

て
い
る
土
地
を
お
持
ち
の
方
を
対
象

に
、
除
却
や
建
替
え
に
伴
う
法
律
・

税
金
・
資
金
計
画
な
ど
に
関
す
る
相

談
に
つ
い
て
専
門
家
が
お
答
え
し
ま

す
。時▢

随
時
受
付

場▢
不
燃
化
相
談
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
北
砂
₄
―
₂₄
―
₃
宗
清
水
ビ
ル
₂

階
）費▢

無
料

申▢
不
燃
化
相
談
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

電
話
ま
た
は
窓
口
で
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6
6
6
6
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℻（
6
6
6
6
）0
5
2
1

注
意
事
項

○ 

助
成
対
象
建
築
物
や
助
成
対
象
者

に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○ 

除
却
工
事
や
不
燃
化
建
替
え
工
事

の
着
手
前
や
住
み
替
え
前
に
、
助

成
対
象
確
認
通
知
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

○ 

専
門
家
へ
の
無
料
相
談
に
は
、
受

付
か
ら
₂
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。

ま
た
、
相
談
内
容
に
よ
っ
て
受
付

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　「
世
界
一
の
交
通
安
全
都
市
Ｔ
Ｏ

Ｋ
Ｙ
Ｏ
を
目
指
し
て
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
運
動
の
重
点
と
し
て
、
次
の
₅
つ

を
定
め
て
い
ま
す
。

①
こ
ど
も
と
高
齢
者
を
始
め
と
す
る

歩
行
者
の
安
全
確
保

②
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
者
事
故

等
の
防
止
お
よ
び
飲
酒
運
転
の
根
絶

③
自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹

底④
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

⑤
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等
の
交
通
ル

ー
ル
遵
守
の
徹
底

　
ま
た
、
運
動
期
間
中
の
₉
月
₃₀
日

（
金
）
は
「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指

す
日
」
で
す
。
交
通
事
故
の
加
害
者

に
も
被
害
者
に
も
な
ら
な
い
よ
う
、

一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、

交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問▢
交
通
対
策
課
交
通
係
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区
で
は
、
住
宅
へ
の
浸
水
被
害
を

軽
減
す
る
た
め
、
希
望
者
に
土
の
う

を
₁₀
月
ま
で
毎
月
配
付
し
て
い
ま
す
。

店
舗
、
事
務
所
、
事
業
所
、
電
気
設

備
室
、
駐
車
場
等
は
配
付
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。
台
風
接
近
時
等
の
直

前
対
応
は
困
難
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ

の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
本
年
最
後
の
案
内
で
す
。

※
配
付
し
た
土
の
う
は
、
ご
自
身
で

日
常
管
理
・
不
要
時
の
処
分
を
お
願

い
し
ま
す
（
清
掃
事
務
所
で
は
収
集

処
分
で
き
ま
せ
ん
）。
ま
た
、
土
の
う

を
お
持
ち
の
方
で
、
袋
が
破
損
し
て

い
る
場
合
は
、
袋
の
み
の
配
付
も
行

っ
て
い
ま
す
。

﹇
配
送
日
﹈₁₀
月
下
旬
の
区
が
指
定
す

る
日申▢

₁₀
月
分
の
配
送
は
₁₀
月
₇
日

（
金
）ま
で
に
電
話
で
河
川
公
園
課
工

務
係
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6
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7
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▲ 江東区観光 
キャラクター 
コトミちゃん


